
災
害
時
要
援
護
者
が
避
難
を
要
す
る

な
ど
の
緊
急
事
態
に
陥
っ
た
場
合
、「
ど

の
よ
う
な
持
病
が
あ
る
の
？
か
か
り
つ

け
の
病
院
は
？
緊
急
の
連
絡
先
は
？
」

な
ど
の
情
報
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
迅
速

に
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
情

報
を
事
前
に
役
場
に
登
録
し
、
災
害
時

要
援
護
者
台
帳
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

登
録
さ
れ
た
情
報
は
自
治
会
・
民
生

委
員
児
童
委
員
・
自
主
防
災
組
織
な
ど

と
共
有
し
防
災
対
策
に
役
立
て
ま
す
。

●
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
登
録
対
象

者
①
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高
齢
者

②
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

の
者

③
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
要
介
護
認

定
に
お
い
て
、
要
介
護
3
以
上
の

判
定
を
受
け
て
い
る
者

④
身
体
障
害
者
の
う
ち
障
害
者
手
帳

を
有
す
る
者
で
、
障
害
の
程
度
が

1
級
ま
た
は
2
級
の
者

⑤
知
的
障
害
者
の
う
ち
療
育
手
帳
を

有
す
る
者
で
、
障
害
の
程
度
が

A
判
定
の
者

⑥
精
神
障
害
者
の
う
ち
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
1
級
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者

⑦
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
を
受
け

て
い
る
難
病
患
者
、
小
児
慢
性
特

定
疾
患
医
療
受
給
児

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
方
で
、
か
つ
、

次
の
項
目
に
該
当
の
方
が
対
象
に
な
り

ま
す
。

・
在
宅
の
者
で
あ
っ
て
、
災
害
時
に
自

力
避
難
が
困
難
な
方

・
自
身
の
避
難
支
援
に
か
か
わ
る
個
人

情
報
を
自
治
会
な
ど
へ
提
供
す
る
こ

と
に
同
意
し
た
方

●
登
録
申
請
の
方
法

金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
、
も
し

く
は
、
自
治
会
・
民
生
委
員
児
童
委
員
・

自
主
防
災
組
織
代
表
者
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

そ
の
後
、
町
か
ら
調
査
員
が
自
宅
を

訪
問
し
、
申
請
書
の
作
成
を
お
手
伝
い

し
、
登
録
を
行
い
ま
す
。（
す
で
に
登

録
済
の
方
は
再
登
録
不
要
で
す
）

災
害
時
要
援
護
者
登
録
の
お
知
ら
せ

～
誰
一
人
と
し
て
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
～

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

①申請

②調査委託

③調査

④登録

⑥対策・支援など ⑤情報提供

災害時要援護者
高齢者・障害者など

有田川町
やすらぎ福祉課

調査員

地域コミュニティ
自治会・民生委員児童委員・自主防災組織

ぜ
ひ
積
極
的
に

災
害
時
要
援
護
者
の

登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
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